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男男男男男男男男男男男男男男
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共共共共共共共共共共共共共共
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●
男
女
共
同
参
画
社
会
と
は

　

昨
年
、
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
（
以
下
、
基

本
法
）
が
、
衆
参
両
院
と
も
全
会
一
致
で
可
決
・
成

立
し
、
六
月
施
行
さ
れ
た
。
基
本
法
に
よ
れ
ば
男
女

共
同
参
画
社
会
と
は
、「
男
女
が
、
社
会
の
対
等
な
構

成
員
と
し
て
、
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
社
会
の
あ
ら

ゆ
る
分
野
に
お
け
る
活
動
に
参
画
す
る
機
会
が
確
保

さ
れ
、
も
っ
て
男
女
が
均
等
に
政
治
的
、
経
済
的
、

社
会
的
及
び
文
化
的
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で

き
、
か
つ
共
に
責
任
を
担
う
べ
き
社
会
」
で
あ
る
。

　

平
易
に
言
え
ば
、
男
女
が
対
等
な
立
場
で
、
家
庭
、

地
域
や
職
場
お
よ
び
政
治
の
場
で
も
共
に
参
画
し
、

生
き
生
き
と
充
実
し
た
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る

社
会
で
あ
り
、
こ
の
基
本
法
が
全
会
一
致
で
可
決
・

成
立
し
施
行
さ
れ
た
意
義
や
影
響
は
大
き
い
。

●●●●●●●●●●●●●●●
今今今今今今今今今今今今今今今
、、、、、、、、、、、、、、、なななななななななななななな
ぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜ
男男男男男男男男男男男男男男
女女女女女女女女女女女女女女
共共共共共共共共共共共共共共
同同同同同同同同同同同同同同
参参参参参参参参参参参参参参
画画画画画画画画画画画画画画
社社社社社社社社社社社社社社
会会会会会会会会会会会会会会
をををををををををををををを
目目目目目目目目目目目目目目
指指指指指指指指指指指指指指
すすすすすすすすすすすすすす
のののののののののののののの
かかかかかかかかかかかかかか

な
ぜ
男
女
共
同
参
画
社
会
を
目
指
す
の
か

　

こ
の
当
た
り
前
の
こ
と
が
、
な
ぜ
法
律
化
さ
れ
た

の
か
と
疑
問
を
抱
く
人
は
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

基
本
法
の
前
文
に
よ
れ
ば
、「
我
が
国
に
お
い
て
は
、

日
本
国
憲
法
に
個
人
の
尊
重
と
法
の
下
の
平
等
が
う

た
わ
れ
、
男
女
平
等
の
実
現
に
向
け
た
様
々
な
取
組

が
、
国
際
社
会
に
お
け
る
取
組
と
も
連
動
し
つ
つ
、

着
実
に
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
な
お
一
層
の
努
力
が

必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、少
子
高
齢
化
の
進
展
、

国
内
経
済
活
動
の
成
熟
化
等
我
が
国
の
社
会
経
済
情

勢
の
急
速
な
変
化
に
対
応
し
て
い
く
上
で
、男
女
が
、

互
い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
つ
つ
責
任
も
分
か
ち
合

い
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
、
そ
の
個
性
と
能
力
を

十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
男
女
共
同
参
画
社

会
の
実
現
は
、
緊
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
」
と
説

明
す
る
。
戦
後
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
、
個
人
の
尊

重
と
法
の
下
で
の
平
等
が
保
障
さ
れ
て
き
た
が
、
社

会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
真
の
意
味
で
の
男
女
平
等
の

実
現
に
向
け
て
、
さ
ら
に
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。
一
方
、
成
熟
化
し
た
現
代
社

会
に
あ
っ
て
、
従
来
か
ら
の
社
会
構
造
が
大
き
く
変

わ
ろ
う
と
し
て
い
る
中
、
既
存
の
考
え
方
や
意
識
の

●　

焦　

点
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焦点
男女共同参画社会は意識改革から

～県民の意識調査結果より～
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資料：総務庁「就業構造基本調査」

図表１　 15歳以上女子の有無業状況（平成９年）
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あ
り
か
た
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
対
応
で
き
な
い

時
代
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、「
こ
の
よ
う
な
状
況
に
か
ん
が
み
、
男
女

共
同
参
画
社
会
の
実
現
を
二
十
一
世
紀
の
我
が
国
社

会
を
決
定
す
る
最
重
要
課
題
と
位
置
付
け
、
社
会
の

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の

形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
推
進
を
図
っ
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
男
女
共
同
参
画
社

会
の
形
成
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
を
明
ら
か
に
し
て

そ
の
方
向
を
示
し
、
将
来
に
向
か
っ
て
国
、
地
方
公

共
団
体
及
び
国
民
の
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に

関
す
る
取
組
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た

め
、
こ
の
法
律
を
制
定
す
る
」
と
結
ぶ
。 

す
な
わ

ち
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
男
女
共
同

参
画
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
の
推
進
の
重
要
性

を
示
唆
し
て
い
る
。

●●●●●●●●●●●●●●●
期期期期期期期期期期期期期期
待待待待待待待待待待待待待待
がががががががががががががが
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きききききききききききききき
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社社社社社社社社社社社社社社
会会会会会会会会会会会会会会
進進進進進進進進進進進進進進
出出出出出出出出出出出出出出
へへへへへへへへへへへへへへ
のののののののののののののの
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援援援援援援援援援援援援援援
策策策策策策策策策策策策策策

期
待
が
大
き
い
女
性
の
社
会
進
出
へ
の
支
援
策

　

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
の
た
め
に
は
女
性
の

社
会
進
出
は
重
要
で
あ
り
、
社
会
活
動
や
職
場
お
よ

び
議
会
・
審
議
会
・
委
員
会
等
の
政
策
決
定
の
場
へ

の
女
性
の
進
出
支
援
策
が
重
要
課
題
と
言
え
る
。

　

山
形
県
の
女
子
の
就
業
率
は
全
国
的
に
高
く
、
結

婚
・
出
産
後
も
就
業
す
る
傾
向
が
強
い
。
ま
た
全
国

的
に
高
い
三
世
代
同
居
率
を
背
景
に
、
夫
婦
共
働
き

率
は
全
国
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

本
県
の
場
合
、
女
性
の
社
会
進
出
を
考
え
る
際
、
就

業
が
身
近
な
問
題
と
言
え
よ
う
（
図
表
１
）。

　

男
女
共
同
参
画
社
会
に
つ
い
て
は
、
昨
年
九
月
に

県
が
実
施
し
た
県
民
の
意
識
調
査
（
県
内
居
住
の
満

二
十
歳
以
上
男
女
二
千
人
を
対
象
に
し
た
郵
送
に
よ

る
調
査
、
有
効
回
収
率
五
三
・
八
％
）
が
興
味
深
い
。

　

そ
の
中
で
、「
女
性
が
職
業
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て

ど
う
考
え
る
か
」
の
問
い
に
対
し
て
、
結
婚
出
産
後

も
職
業
を
持
つ
こ
と
を
肯
定
的
に
考
え
る
人（「
子
ど

も
が
い
て
も
ず
っ
と
職
業
を
持
ち
続
け
る
ほ
う
が
よ

い
」、ま
た
は「
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
ら
職
業
を
や
め
、

子
ど
も
が
大
き
く
な
っ
た
ら
再
び
職
業
を
持
つ
ほ
う

が
よ
い
」
と
考
え
る
人
）
は
、
女
性
七
八
・
二
％
、

男
性
七
七
・
〇
％
で
、男
女
と
も
約
八
割
近
く
に
な
っ

て
い
る
。
女
性
が
職
業
を
持
ち
続
け
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
肯
定
的
に
考
え
る
人
が
多
く
、
本
県
の
女
性

の
就
業
率
が
非
常
に
高
い
と
い
う
実
態
に
そ
っ
た
結

果
と
な
っ
て
い
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
女
性
が
職
業

を
継
続
し
て
い
く
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る

支
援
体
制
の
充
実
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、「
女
性
が
職
業
を
継
続
し
て
い
く
た
め
の
条

件
」
と
し
て
女
性
に
多
い
意
見
は
、
①
男
性
の
家
事

分
担
な
ど
家
族
の
理
解
と
協
力
、
②
労
働
時
間
の
短

縮
、
育
児
休
業
制
度
の
充
実
な
ど
の
労
働
条
件
の
改

善
、
③
保
育
所
、
学
童
保
育
な
ど
の
保
育
施
設
の
充

実
、
④
老
人
福
祉
施
設
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
制
度
の

よ
う
な
介
護
体
制
の
整
備
、
⑤
女
性
自
身
の
意
識
、

能
力
の
向
上
等
で
あ
る
（
図
表
２
）。

　

家
族
の
理
解
と
協
力
や
女
性
の
意
識
・
能
力
の
向

上
と
同
時
に
、
労
働
条
件
の
改
善
や
保
育
施
設
・
介

護
体
制
の
充
実
等
、
女
性
の
社
会
進
出
支
援
策
を
望

む
意
見
が
多
い
。
介
護
保
険
法
や
男
女
雇
用
機
会
均

等
法
お
よ
び
育
児
介
護
休
業
法
の
下
、
県
民
の
要
望

に
的
確
に
答
え
る
た
め
、
行
政
お
よ
び
県
内
企
業
の

一
層
の
支
援
努
力
に
期
待
し
た
い
。

●●●●●●●●●●●●●●
家家家家家家家家家家家家家家
庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭
にににににににににににににに
おおおおおおおおおおおおおお
けけけけけけけけけけけけけけ
るるるるるるるるるるるるるる
女女女女女女女女女女女女女女
性性性性性性性性性性性性性性
のののののののののののののの
負負負負負負負負負負負負負負
担担担担担担担担担担担担担担
のののののののののののののの
重重重重重重重重重重重重重重
ささささささささささささささ

●
家
庭
に
お
け
る
女
性
の
負
担
の
重
さ

　
「
本
来
担
う
べ
き
家
事
・
育
児
の
担
当
者
」
と
「
実

際
の
家
事
・
育
児
の
担
当
者
」
と
を
比
較
す
る
と
、

男
性
の
家
事
、
育
児
へ
の
積
極
的
な
参
加
に
つ
い
て

は
理
想
と
現
実
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
、
仕
事

と
家
庭
と
の
両
立
の
上
で
、
女
性
の
重
い
負
担
と
な

り
や
す
い
。
家
庭
に
お
け
る
男
女
の
固
定
的
な
役
割

分
担
意
識
は
変
化
つ
つ
あ
る
と
は
言
え
、
な
お
一
層

の
意
識
改
革
の
必
要
性
が
あ
げ
ら
れ
る
（
図
表
３
）。 
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図表２　女性が仕事を継続していくための条件（複数回答２つまで）
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ま
た「
介
護
し
て
も
ら
い
た
い
相
手
」と
し
て
女
性

に
多
い
意
見
は
、
①
配
偶
者
（
特
に
男
性
に
要
望
が

強
い
）、
②
娘
（
女
性
に
要
望
が
強
い
）、
③
老
人
保

健
施
設
・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
施
設
で
の
世

話
、
④
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
・
訪
問
看
護
な
ど
在
宅
介

護
サ
ー
ビ
ス
、
⑤
息
子
の
妻
（
嫁
）
等
で
あ
る
。
介

護
施
設
、
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
へ
の
期
待
は
大
き
い

も
の
の
、
依
然
と
し
て
女
性
に
対
す
る
介
護
の
役
割

が
期
待
さ
れ
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る（
図
表
４
）。

　

一
方
、
女
性
の
晩
婚
化
の
理
由
と
し
て
多
い
意
見

は
、
①
仕
事
を
持
つ
女
性
が
増
え
て
、
女
性
の
経
済

力
が
向
上
、
②
独
身
生
活
の
自
由
さ
、
③
結
婚
し
な

い
こ
と
に
対
す
る
世
間
の
こ
だ
わ
り
が
少
な
く
な
っ

た
、
④
家
事
・
育
児
に
対
す
る
負
担
感
や
拘
束
感
が

大
き
い
等
で
あ
る
（
図
表
５
）。

　

家
事
・
育
児
に
対
す
る
負
担
感
や
拘
束
感
は
、
特

に
二
十
代
に
多
く
、
こ
れ
が
晩
婚
化
の
一
因
で
あ
れ

ば
、
家
庭
に
お
け
る
男
女
の
固
定
的
な
役
割
分
担
意

識
は
根
強
い
も
の
が
あ
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ

こ
で
も
意
識
改
革
の
必
要
性
が
あ
げ
ら
れ
る
。

●　

焦　
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図表３　家事・育児の担当者（既婚者の回答）

図表４　介護を望む相手（複数回答２つまで）

図表５　女性の晩婚化の理由（複数回答３つまで）
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●●●●●●●●●●●●●●
男男男男男男男男男男男男男男
女女女女女女女女女女女女女女
おおおおおおおおおおおおおお
互互互互互互互互互互互互互互
いいいいいいいいいいいいいい
のののののののののののののの
意意意意意意意意意意意意意意
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改改改改改改改改改改改改改改
革革革革革革革革革革革革革革
がががががががががががががが
課課課課課課課課課課課課課課
題題題題題題題題題題題題題題

●
男
女
お
互
い
の
意
識
改
革
が
課
題

　
「
女
性
が
役
職
に
就
く
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
思
う

か
」
の
問
い
に
対
し
て
、
①
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
町
内
会
等
の

団
体
の
代
表
、
②
職
場
の
管
理
職
や
役
員
、
③
審
議

会
等
の
委
員
、
④
議
員
や
自
治
体
の
首
長
の
四
分
野

に
お
い
て
、
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
半
数
近
く

の
人
が
賛
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
表
６
）。

　

女
性
が
役
職
に
就
く
た
め
に
は
、
各
分
野
に
お
け

る
人
材
育
成
お
よ
び
登
用
の
た
め
の
支
援
策
と
と
も

に
、
女
性
自
身
の
役
職
就
任
へ
の
意
欲
も
重
要
な
課

題
と
言
え
る
。

　
「
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け
て
何
が
重

要
か
」
の
問
い
対
し
て
女
性
に
多
い
意
見
は
、
①
社

会
的
な
し
き
た
り
や
古
く
か
ら
の
慣
習
が
改
善
さ
れ

る
こ
と
、
②
家
事
・
育
児
・
介
護
な
ど
が
十
分
に
評

価
さ
れ
る
こ
と
、
③
女
性
が
社
会
活
動
や
政
治
の
面

に
も
積
極
的
に
参
加
し
、
発
言
力
を
高
め
る
こ
と
、

④
保
育
施
設
、介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
る
こ
と
、

⑤
女
性
が
認
識
を
改
め
、
も
っ
と
自
覚
と
責
任
を
も

つ
こ
と
、
⑥
就
職
・
昇
進
・
賃
金
な
ど
職
業
上
の
男

女
不
平
等
を
な
く
す
る
等
で
あ
る
（
図
表
７
）。

　

そ
の
中
で
、「
女
性
が
認
識
を
改
め
、
も
っ
と
自
覚

と
責
任
意
識
を
も
つ
こ
と
」
お
よ
び
「
男
性
が
認
識

を
改
め
、
も
っ
と
自
覚
と
責
任
意
識
を
も
つ
こ
と
」

は
、
男
性
の
割
合
が
女
性
よ
り
高
く
、
男
女
の
意
識

差
も
大
き
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
男
性
は
、
女
性

の
自
覚
と
責
任
が
重
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
男
性
自

身
の
自
覚
と
責
任
も
重
要
で
あ
る
と
強
く
感
じ
て
お

り
、
男
女
と
も
に
意
識
改
革
が
課
題
と
言
え
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
本
県
は
三
世
代
同
居
率
が
全

国
的
に
高
い
も
の
の
、
一
方
で
は
少
子
高
齢
化
と
と

も
に
、
夫
婦
だ
け
の
世
帯
お
よ
び
単
独
世
帯
が
増
加

し
、
世
帯
規
模
は
縮
小
傾
向
に
あ
り
核
家
族
化
が
進

ん
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
少
子
高
齢
化
社
会
の
中
で
、
行
政
側

に
は
、
子
育
て
支
援
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
等
、

よ
り
具
体
的
な
施
策
の
実
現
を
期
待
し
た
い
。

　

企
業
に
と
っ
て
は
、
女
性
労
働
力
の
有
効
な
活
用

が
生
き
残
り
の
カ
ギ
と
な
ろ
う
。
本
県
に
お
い
て
も

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
フ
レ
ン
ド
リ
ー
企
業
（
仕
事
と
家
庭

両
立
支
援
企
業
）
の
普
及
を
大
い
に
期
待
し
た
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
職
業
上
の
男
女
平
等
、
労
働
条
件
の

改
善
が
企
業
の
最
大
の
課
題
で
あ
る
。

　

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
の
た
め
に
は
、
行
政

や
企
業
の
支
援
努
力
と
同
時
に
、
個
人
レ
ベ
ル
で
の

努
力
、
す
な
わ
ち
家
庭
や
職
場
等
日
常
生
活
に
お
け

る
男
女
お
互
い
の
理
解
と
自
覚
が
重
要
で
あ
る
。
こ

の
日
常
生
活
に
お
け
る
意
識
改
革
の
努
力
が
、
さ
ら

に
は
社
会
慣
習
の
改
善
と
な
っ
て
い
こ
う
。

　

固
定
的
な
男
女
の
役
割
分
担
意
識
を
改
め
、
男
女

が
家
庭
、
地
域
や
職
場
お
よ
び
政
治
の
場
に
お
い
て

も
共
に
参
画
し
、
生
き
生
き
と
充
実
し
た
人
生
を
送

る
こ
と
が
で
き
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向

け
、
県
民
一
人
ひ
と
り
の
一
層
の
理
解
と
具
体
的
行

動
に
期
待
し
た
い
。

●　

男
女
共
同
参
画
社
会
は
意
識
改
革
か
ら
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図表７　男女共同参画社会の実現に向けて重要なこと（複数回答３つまで）

図表６　女性が役職に就くことをどう思うか
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